
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
九
七
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
高
等
学
校
等
」
を
「
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高

等
部
若
し
く
は
幼
稚
部
」
に
改
め
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
規
則
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
一
号
）
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ

る
校
務
を
分
掌
す
る
教
育
職
員
に
支
給
す
る
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
三
千
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



















附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


